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本書について 
 

 本書は、埼玉県の川越建築安全センター東松山駐在が開発許可事務を行うにあたり、

開発許可等に係る埼玉県行政手続条例（平成７年１２月２７日条例第６５号）第５条に

基づく審査基準を策定し、もって、開発許可制度の主な内容を法令の解釈、及び、審査

基準により解説するものです。 

 令和５年４月１日から適用します。 

 なお、法に基づき開発許可権限を有する政令市、中核市及び施行時特例市並びに知事の

権限に属する事務処理の特例に関する条例で開発許可権限が移譲されている事務処理市町

では独自に審査基準を定めていますので、それぞれの市町の開発許可事務担当窓口で御確

認ください。 

 

      権限を有する市町：それぞれの市町が事務を行います。 

      そ の 他 の 町 村：県が事務を行います。なお、申請の窓口は町村になります。

 

－ 凡例 － 

 

本書では、法令等の略称は、次のとおりとしています。 

 

法  ················ 都市計画法 

政令  ·············· 都市計画法施行令 

省令  ·············· 都市計画法施行規則 

開発許可運用指針  ·· 開発許可制度運用指針(国土交通省都市局都市計画課) 

県条例  ············ 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 

県条例施行規則  ···· 埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 

県手続規則  ········ 埼玉県都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則 

 審査基準  ·········· 埼玉県川越建築安全センター・東松山駐在が開発許可事務を行うにあたっての審査基準 

 令和５年４月現在 
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